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鈴  鹿  市 



報告第２７号 

専決処分の報告について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により別紙のとお

り専決処分したので，同条第２項の規定により報告する。 

令和３年１１月２５日提出 

鈴鹿市長 末 松 則 子 

専決処分事項 

鈴鹿市農業集落排水処理施設条例等の一部改正 
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専  決  処  分  書 

鈴鹿市農業集落排水処理施設条例等の一部改正について，地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１８０条第１項の規定により，次のとおり専決処分する。 

 

令和３年１１月１５日 

 

鈴鹿市長 末 松 則 子 

 

 

鈴鹿市農業集落排水処理施設条例等の一部を改正する条例 

（ 別 紙 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理 由 

地方自治法の一部改正に伴い，必然的に改正を要する規定を整理するため，地方

自治法第１８０条第１項の規定により専決処分する。 
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（ 別 紙 ） 

 

鈴鹿市条例第２１号 

 

鈴鹿市農業集落排水処理施設条例等の一部を改正する条例 

 

（鈴鹿市農業集落排水処理施設条例の一部改正） 

第１条 鈴鹿市農業集落排水処理施設条例（平成５年鈴鹿市条例第１号）の一部を次

のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（使用料の徴収） （使用料の徴収） 

第12条  略 第12条  略 

２ 使用料は，２月ごとに納入通知書，

口座振替，集金又は地方自治法（昭和

22年法律第67号）第231条の２の３第１

項に規定する指定納付受託者による納

付の方法により徴収する。ただし，管

理者が必要と認めたときは，毎月又は

随時に使用料を徴収することができ

る。 

２ 使用料は，２月ごとに納入通知書，

口座振替，集金又は地方自治法（昭和

22年法律第67号）第231条の２第６項に

規定する指定代理納付者による納付の

方法により徴収する。ただし，管理者

が必要と認めたときは，毎月又は随時

に使用料を徴収することができる。 

３  略 ３  略 

（鈴鹿市公共下水道条例の一部改正） 

第２条 鈴鹿市公共下水道条例（平成７年鈴鹿市条例第３８号）の一部を次のように

改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改正する。 

改 正 後 改 正 前 
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（使用料の徴収） （使用料の徴収） 

第17条  略 第17条  略 

２ 使用料は，２使用月ごとに納入通知

書，口座振替，集金又は地方自治法（

昭和22年法律第67号）第231条の２の３

第１項に規定する指定納付受託者によ

る納付の方法により徴収する。ただし，

管理者が必要と認めたときは，毎使用

月又は随時に徴収することができる。 

２ 使用料は，２使用月ごとに納入通知

書，口座振替，集金又は地方自治法（

昭和22年法律第67号）第231条の２第６

項に規定する指定代理納付者による納

付の方法により徴収する。ただし，管

理者が必要と認めたときは，毎使用月

又は随時に徴収することができる。 

３・４  略 ３・４  略 

（鈴鹿市水道事業給水条例の一部改正） 

第３条 鈴鹿市水道事業給水条例（平成９年鈴鹿市条例第４９号）の一部を次のよう

に改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（料金の徴収） （料金の徴収） 

第28条 料金は，２月ごとに納入通知書，

口座振替，集金又は地方自治法（昭和

22年法律第67号）第231条の２の３第１

項に規定する指定納付受託者による納

付の方法により徴収する。ただし，管

理者が必要と認めたときは，毎月又は

随時に徴収することができる。 

第28条 料金は，２月ごとに納入通知書，

口座振替，集金又は地方自治法（昭和

22年法律第67号）第231条の２第６項に

規定する指定代理納付者による納付の

方法により徴収する。ただし，管理者

が必要と認めたときは，毎月又は随時

に徴収することができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和４年１月４日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法
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律第７号）第６条の規定による改正前の地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２３１条の２第６項の規定による指定を受けている者に対する改正後の鈴鹿市農業

集落排水処理施設条例第１２条第２項，鈴鹿市公共下水道条例第１７条第２項及び

鈴鹿市水道事業給水条例第２８条の規定の適用については，令和５年３月３１日ま

での間は，なお従前の例による。 
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